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１  方針の策定にあたっ て 

  本市では、 公共施設等の管理を長期的な視点で計画的に行い、 限ら れた財源の中で将来にわた

っ て適切な維持管理ができ るよう 、 平成28年12月に富山市公共施設等総合管理計画（ 以下「 総合

管理計画」 と いう 。） を、 平成30年3月に総合管理計画に基づく 実行計画と し て富山市公共施設マ

ネジメ ント アク ショ ンプラ ン戦略編（ 以下「 アク ショ ンプラ ン戦略編」 と いう 。） 及び実行編（ 以

下「 アク ショ ンプラ ン実行編」 と いう 。） を策定し 、 公共施設の再編に取り 組んでき まし た。  

 

  そのう ち、 スポーツ施設については、 本市は70も の施設を保有し ており 、 その多く で老朽化が

進んでいるこ と から 、 こ れら の計画に基づき 、 着実に再編に取り 組む必要があり ますが、 施設の

中には総合管理計画の対象と なっ ていない施設も あるこ と から 、こ う し た対象外と なっ ている施

設についても 再編を進めるため、 その方針の策定が必要な状態と なっ ていまし た。  

 

  こ のこ と を踏まえ、 本市では総合管理計画やアク ショ ンプラ ン戦略編、 アク ショ ンプラ ン実行

編の対象と なっ ていない施設も 含めた再編を進めるため、 その第１ 段階と し て、 まず庭球場の再

編に取り 組むこ と と し 、 本方針は、 庭球場の再編を進めていく ための方針を定めたも のです。  
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 ( 1)  本方針の目的と 考え方 

   本方針は、 総合管理計画の基本方針と 同様に、 本市の保有するスポーツ施設について、 その

総量削減と 適切な維持管理を行う ための、 施設再編の方針を定めるも のです。  

施設再編を進めるにあたっ ては、 施設ごと のハード ・ ソ フ ト の状況はも ちろ んのこ と 、 アク

ショ ンプラ ンにおいても 、 建物そのも のではなく 、 その機能に着目するこ と と さ れており 、 そ

の施設の持つ機能を考慮するこ と が重要であり 、 同じ 機能を持つ施設が多く ある施設は、 他に

同じ 機能を持つ施設がない施設と 比較し 、 再編の必要性が高いと いえます。  

本市におけるスポーツ施設は、 施設類型では、 多いも のから 「 運動広場」 が17施設、「 庭球

場」 が15施設、「 体育館」 が14施設、「 プール」 が7施設と なっ ており ますが、 こ のう ち、 体育

館と プールは総合管理計画の対象と なっ ているこ と から 、 アク ショ ンプラ ンにて再編の方向性

を検討するこ と と さ れています。 また、 運動広場は、 建物も なく 、 設備も 設置し ていない施設

がほと んどであり 、 老朽化の影響が小さ く 、 維持管理に要する負担も 大きく ない状況です。  

   こ のこ と から 、 本市では、 まず「 庭球場」 について、 集約化や廃止を行う と と も に、 維持し

ていく 施設については、 安全に利用し ていただけよう 適切な維持管理を図るこ と と し ます。  

 

 

 ( 2)  方針の位置づけ 

   本方針は、富山市公共施設等総合管理計画のスポーツ施設の施設類型別の基本方針と 整合を

図り ながら 、富山市公共施設マネジメ ント アク ショ ンプラ ンの再編の基本方針や再編の具体的

手法等を準用し た庭球場の再編方針と し て策定するも のです。  

 

 【 計画の体系図】  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3)  方針の対象 

   本方針の対象と する施設は、 別表に記載の施設と し ます。  

 

 

２  庭球場の現状 

  本市では、 対象と なる15の庭球場が市内の広い範囲に立地し ています。 また、 そのコ ート 数や

人工芝、 ク レーと いっ たコ ート の種類、 夜間照明の有無、 老朽化の状況など、 その規模や設備は

様々であると と も に、 庭球場単独で立地し ているも のや、 他のスポーツ施設や公園施設等と 複合

的に立地し ているも のも あるなど、 その状況は施設ごと に異なっ ています。  

  また、 15施設のう ち、 3施設は、 コ ート 面の劣化によっ て利用に際し 危険があるこ と から 、 現

在利用を休止し ています。  
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 ( 1)  各庭球場の概要 

 

( 2)  庭球場に関する課題 

 ①施設の老朽化・ 劣化の進行 

   本市の庭球場は、 昭和50年、 60年代に多く 整備さ れており 、 15施設のう ち11施設が整備後30

年を経過し ているこ と や、 屋外施設のため、 風雪の影響で劣化も 進行し やすいこ と から 、 コ ー

ト 面を中心に劣化が進んでいます。  

 

 ②改修に要する多額の費用 

   庭球場はコ ート 面を中心に劣化が進んでいますが、その改修には多額の費用が必要と なり ま

す。 多く のスポーツ施設を保有する本市では、 すべての施設に対し て多額の費用を負担し て改

修を実施するこ と が難し い状況と なっ ています。  

 

 ③多数の同種施設 

   庭球場は、15の市有施設のほか、市内及び本市周辺において、県有施設も 多く 立地し ており 、

機能が重複し ている状況です。 また、 各大会の実施や貸出機能が中心の市有、 県有施設と は機

能が異なるも のの、 テニススク ールなどを中心と し た民間施設も 立地し ています。  

 

 

施設名

区   分

所  在  地 蓮町一丁目4番30号 石坂3452番地3 五艘2番地 布瀬町南三丁目7番地1 赤田50番地

昭和52年5月 昭和53年5月 昭和57年4月 平成4年4月 昭和54年4月

馬場記念公園内 呉羽山公園内 布瀬南公園内

3, 648. 00㎡ 2, 546. 49㎡ 4, 200㎡

ク レ ーコ ート  3面 ク レ ーコ ート  4面 ク レ ーコ ート  3面 全天候型コ ート  4面 ク レ ーコ ート  3面

アン ツーカ ーコ ート 2面 （ う ち 3面使用不可） 管理棟    33. 0㎡

（ アンツーカ ―コ ート 2面休止中） ( 運動広場と 兼用）

管理棟（ 木造平屋） 67. 76㎡

敷地面積

布瀬南公園
庭球場

開設年月

1, 859. 00㎡ 2, 027. 57㎡

五艘庭球場

指定管理

石坂庭球場 蜷川庭球場
馬場記念公園

庭球場

管理区分

施設の概要

施設名

区   分

所  在  地 月岡東緑町四丁目44番地2 西中野町二丁目1番24号 住吉1073番地の3 西番100番地 荒川四丁目1番70号

昭和57年4月 平成元年4月 平成元年4月 平成5年9月 平成12年4月

2, 280. 00㎡ 2, 163. 00㎡ 2, 752. 44㎡
西番運動広場内

1, 471. 00㎡
城東ふれあい公園内

1, 632㎡

直営 直営 指定管理

全天候型コ ート  2面 ク レ ーコ ート  2面 全天候型コ ート  3面 砂入人工芝コ ート  2面 砂入人工芝コ ート  3面

老朽化のため全面休止中（ Ｈ 24～） 夜間照明 4基 老朽化のため全面休止中（ R3. 3～） 老朽化のため全面休止中（ R1. 8～）

管理棟     43. 7㎡

（ 運動広場と 兼用）

城東ふれあい
公園庭球場

呉羽庭球場月岡庭球場 星井町庭球場 西番庭球場

管理区分

敷地面積

開設年月

施設の概要

指定管理

施設名

区   分

所  在  地 友杉1097番地 米田45番地1 花崎329番地 八尾町下笹原508番地 婦中町板倉269番地1

昭和63年9月 平成2年7月 昭和57年11月 平成10年4月 平成12年3月

富山南総合公園内
2, 813. 10㎡

東富山運動広場内
4, 000㎡

3, 200㎡     34, 000㎡ 2, 206. 00㎡

指定管理 直営

砂入人工芝コ ート  4面 砂入人工芝コ ート  6面 砂入り 人工芝　 ４ 面 砂入り 人工芝１ ２ 面 砂入り 人工芝　 ６ 面

H23南側2面張替（ t ot o助成） 夜間照明 8基 H23全面張替（ t ot o助成） 研修室2 う ち 北側3面は速 星中使 用

夜間照明 6基 管理棟    200. 0㎡ 会議室１ 　 　 南側3面は一 般使用

管理棟（ 体育文化センタ ー内） （ 運動広場と 兼用） わんぱく 広場あり

婦中ｽﾎ゚ ﾂーﾌﾟ ﾗｻ゙
ﾃﾆｽｺ ﾄー

八尾ゆめの森
テニスコ ート

大山テニス
コ ート

富山南総合公園
庭球場

東富山運動広場
庭球場

開設年月

管理区分

敷地面積

施設の概要

指定管理
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( 3)  庭球場の立地状況 

   本市の庭球場15施設の立地の状況は以下のと おり です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  具体の再編方針 

  本計画の対象と なる各庭球場の規模や設備の状況は異なるこ と から 、総合管理計画に定めら れ

たスポーツ施設についての基本的な方針における３ 層構造の考え方を 適用し 、 ( 1) 長寿命化を図

る施設、 ( 2) 当面は維持し ていく 施設、 ( 3) 施設の集約化が望まし い施設、 ( 4) 速やかに廃止する

こ と が適当と 考えら れる施設、 の４ つのグループに分け、 それぞれについて、 方針を検討するこ

と と し ます。 また、 その検討に際し ては、 総合管理計画に定めら れている、「 施設類型ごと の管

理に関する基本的な方針」 におけるスポーツ施設の方針と 整合を図るこ と と し ます。  

①東富山運動公園庭球場  ②石坂庭球場  ③五艘庭球場  ④馬場記念公園庭球場   

⑤呉羽庭球場  ⑥城東ふれあい公園庭球場  ⑦星井町庭球場  ⑧布瀬南公園庭球場 

⑨蜷川庭球場  ⑩婦中スポーツプラザテニスコート  ⑪西番庭球場  ⑫月岡庭球場   

⑬南総合公園庭球場  ⑭大山テニスコート ⑮八尾ゆめの森テニスコート 

Ⓐ岩瀬スポーツ公園テニスコート  Ⓑ太閤山ランドテニスコート  Ⓒ常願寺川公園テニスコート 

Ⓓ空港スポーツ緑地テニスコート  Ⓔ常願寺ハイツスポーツ公園テニスコート 
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【 庭球場のグループと その再編方針】  

 ( 1)  長寿命化を図る施設 

    

①対象と なる施設： 東富山運動公園庭球場、 富山南総合公園庭球場、  

八尾ゆめの森テニスコ ート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②今後の取り 組み 

    総合管理計画のスポーツ施設についての基本的な方針を適用し 、 日常的に、 利用者が安全

に利用でき るよう 、 施設の状態の把握に努め、 その状態に応じ た適切な保全を図るこ と と し

ます。  

 

( 2)  当面は維持し ていく 施設 

 

①対象と なる施設： 馬場記念公園庭球場、 城東ふれあい公園庭球場、 星井町庭球場 

            布瀬南公園庭球場、 婦中スポーツプラ ザテニスコ ート 、  

大山テニスコ ート  

 

 

東富山運動公園庭球場 富山南総合公園庭球場 

八尾ゆめの森テニスコ ート  
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   ②今後の取り 組み 

    日常的に、 利用者が安全に利用でき るよう 、 用具の交換や軽易な修繕など維持管理に努め

るこ と と し ます。 し かし ながら 、 経年劣化や災害等によっ て不具合が生じ 、 安全な利用や庭

球場と し ての機能を確保するために大きなコ スト が必要と なっ た場合は、そのコ スト と 利用

状況のほか、 地域バラ ンスや利用状況、 周辺同種施設の状況等を考慮し つつ、 原則廃止する

こ と を前提に、 その在り 方を検討するこ と と し ます。  

 

 

 

星井町庭球場 

馬場記念公園庭球場 城東ふれあい公園庭球場 

婦中スポーツプラ ザテニスコ ート  大山テニスコ ート  

布瀬南公園庭球場 
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 ( 3)  施設の集約化が望まし い施設 

 

①対象と なる施設： 石坂庭球場、 五艘庭球場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の取り 組み 

まずは、 地元関係者等と 意見交換を行い、 そこ で出た意見や施設の利用状況、 コ ート の状

態、 跡地利用の可能性等を 勘案し 、 どちら に集約化を 行う のかを 検討し ます。 そのう えで、

維持し ていく 施設について修繕等が必要な場合は、 それら の対応を進めていく こ と と し ます。 

 

( 4)  速やかに廃止するこ と が適当と 考えら れる施設 

 

①対象と なる施設： 呉羽庭球場、 蜷川庭球場、 月岡庭球場、 西番庭球場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呉羽庭球場 

石坂庭球場 五艘庭球場 

蜷川庭球場 

西番庭球場 月岡庭球場 
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②今後の取り 組み 

    地元関係者等に、 廃止の方針を説明すると と も に、 跡地利用について意見交換を行う こ と と し

ます。 また、 跡地利用については、 総合管理計画の方針に基づき 、 新たな施設の整備は行わない

も のと し ます。  

 

 

４  整備のスケジュ ール 

   前項で記載の４ つのグループのう ち、「 長寿命化を図る施設」「 当面は維持し ていく 施設」 に

ついては、 施設の状態についての指定管理者等から の情報に基づき 、 継続し て必要な修繕や改

修を行っ ていく こ と と し ます。  

   また、「 施設の集約化が望まし い施設」 については、 地元にその方向性について説明を行い

う と と も に、 集約化の内容について検討を行い、 早期の実現を目指すこ と と し ます。  

   「 速やかに廃止するこ と が望まし い施設」 については、 令和５ 年度末をも っ て廃止するこ と

を目標と し 、 地元にその方向性について説明すると と も に、 跡地利用について、 意見交換を行

う も のと し ます。  

 

 

５  本方針の目標 

   本方針は、 庭球場についてグループ分けを行い、 そのグループごと にそれぞれ取り 組むこ と と し

ており 、 特に長寿命化を 図る施設や当面は維持し ていく 施設については、 その取り 組みは数値的に

表すこ と ができないも のです。  

こ のこ と から 、 本方針では、 数値目標は設定し ませんが、 それぞれの方針に従い、 市民が安全に
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利用でき る状態を 維持し ていく と と も に、 集約化や廃止を 図る施設については、 でき るだけ早期に

その実現を 目指すこ と と し ます。  

 

 

６  本方針の事業費 

   本方針の対象と なる庭球場の状態は様々であり 、 また、 経年劣化に伴う 不具合箇所は想定が困難

です。 一方、 集約化や廃止後の跡地の利用についても 地元と の意見交換等も 必要であり 、 現時点で

その内容を 決定するこ と はでき ません。  

   こ のこ と から 、 本計画に係る事業費については、 実際に改修や修繕等、 再編方針に基づく 取り 組

みを 行う 場合に、 その都度積算を 行う こ と と し ます。  



Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

馬場記念公園庭球場 蓮町一丁目4番30号 昭和52年5月 1,601 1,473 1,345 10.8 10.5 13.9

石坂庭球場 石坂3452番地3 昭和53年5月

五艘庭球場 五艘2番地 昭和57年4月

布瀬南公園庭球場 布瀬南三丁目7番地1 平成4年4月 3,063 2,435 2,931 23.5 22.7 26.6

蜷川庭球場 赤田50番地 昭和54年4月 627 387 537 2.9 1.8 7.7

月岡庭球場 月岡東緑町四丁目44番地2 昭和57年4月 ― ― ― ― ― ―

星井町庭球場 西中野町二丁目1番24号 平成元年4月 1,258 1,014 1,031 11.8 10.7 12.6

呉羽庭球場 住吉1073番地の3 平成元年4月 124 52 ― 0.9 0.7 ―

西番庭球場 西番100番地 平成5年9月 893 ― ― 9.5 ― ―

城東ふれあい公園庭球場 荒川四丁目1番70号 平成12年4月 4,830 6,974 7,753 38.9 57.1 67.6

富山南総合公園庭球場 友杉1097番地 昭和63年9月 18,820 15,718 15,257 65.5 66.8 71.2

東富山運動広場庭球場 米田45番地1 平成2年7月 16,787 13,515 16,943 51.2 46.1 57.7

大山テニスコート 花崎329番地 昭和57年11月 6,167 5,536 7,441 27.2 27.1 40.0

八尾ゆめの森テニスコート 八尾町下笹原508番地 平成10年4月 8,668 5,357 6,461 10.8 20.5 10.4

婦中スポーツプラザテニスコート 婦中町板倉269番地1 平成12年3月 10,231 9,332 14,170 22.1 19.3 25.8

富山市庭球場再編方針対象施設

17.8

利用者数(人) 稼働率(％)
施設名称 所在地 開設年月

4,203 3,542 3,078 18.1 17.1

別表


